
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ひとり暮らしの高齢者や障害者の家庭ごみを玄関先で

収集します。また、希望者には声かけによる安否の確認

を行い、安心して暮らせるように支援します。 

 

泉佐野市 生活産業部 環境衛生課 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•要介護３以上の認定を受けてい
る方 

•身体障害者手帳の程度が１級          
または２級の方 

•療育手帳の障害の程度がAの方 

•精神障害者保健福祉手帳の障
害の程度が１級または２級の方 

•障害年金を受給している方 

対 象 と な る 

世 帯 の 基 準 

(要介護３などの基準に満
たない場合でも利用でき
る場合がありますので相
談してください） 

ふれ愛収集とは・・・ 

   自らごみを決められた場所まで出すことが困難で、他の 

者の協力を得ることができない世帯に対して，家庭ごみ 

を玄関先で戸別に収集するとともに，希望によりひとり 

暮らしの高齢者などの安否の確認等を行い、安心して暮 

らせるように支援することを目的としています。 

 

同居する家族がごみを出すことができる方や親族、ホームヘルパーな

どの協力が得られる方、施設に入居されている方、自宅前にごみを出

されている方は、「ふれ愛収集」を利用することはできません。 

また、オ－トロック等の集合住宅や玄関先までお伺いできない住宅等

についても、ご希望に添えられない場合があります。 

注 意 事 項 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申し込み 

ご本人だけでなく
親族・ケアマネ－ジ
ャ－・ヘルパ－など
代理での申し込み
も可能です。 

申込書の受付 

 

環境衛生課で受け
付けます。 

現地面接調査 

職員が訪問し、申
込内容の確認及び
現在の状況など、
お話を伺います。 

利用の決定 

「ふれ愛収集」の
利用について文書
でお知らせします。 

利用の開始 

日程を決めて、戸別にごみ
の収集を行います。また、希
望があれば、声かけによる安
否確認も行います。 

可燃ごみ 
容器包装 

プラスチック 

カン 

ビン 

ペットボトル 

紙類 

古着 

申し込みからご利用まで 

 

収集するごみは・・・ 

 

 

申し込みは・・・ 

 

 「利用申込書」に必要事項を記入し、「安否確認サ－ビスのご利用について

の確認事項」を添えて環境衛生課に申し込んでください。申込方法は、窓

口に直接お持ちいただく、郵送する、FAXするなど方法は問いませんし、代

理人の申し込みも可能です。 



ごみを収集するときに、お声をかけて返答の有無により安否の確認を行 

います。また、安否の確認を希望されない方へも、２回以上連続して、

ごみが出ていない場合は、安否情報連絡先等への連絡を行います。 

泉佐野市役所 泉佐野市市場東１丁目２９５番地の３ 

電話：０７２－４６３－１２１２ 

● 環境衛生課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玄 関 先 

週 ２ 回 

希望世帯には声かけ 

時間は午前 

収集方法は・・・ 

 

 

安否確認とは・・・ 

 

 

申し込み（お問い合わせ）は・・・ 

 

 

ごみは、８時までに出してください。 お住まいによって、（月・木）（火・金）コ－スに

分かれます。また、カン・ビン・ペットボトル

は、隔週の水曜日の収集になります。 

 

ペ－ル等の購入をお願いすることがあります。 


